
茅ヶ崎市病院事業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正する規程を

次のように定める。 

令和８年３月３０日 

茅ヶ崎市病院事業管理者 中 沢 明 紀  

茅ヶ崎市病院事業企業管理規程第４号 

茅ヶ崎市病院事業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部を改正

する規程 

茅ヶ崎市病院事業職員の期末手当及び勤勉手当に関する規程（令和５年茅ヶ崎市病院事

業企業管理規程第３０号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に改め、同

条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２６．２５」に、「１００分の７

２．５」を「１００分の７１．２５」に改め、同条第３項中「１００分の１２７．５」を

「１００分の１２６．２５」に、「１００分の９７．５」を「１００分の９６．２５」に

改める。 

第１９条第１項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に改

め、同項第２号中「１００分の５２．５」を「１００分の５１．２５」に改め、同条第２

項中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０６．２５」に、「１００分の９０」を

「１００分の８８．７５」に改める。 

第２３条第１号中「１００分の３２２．５」を「１００分の３１８．７５」に改め、同

条第２号中「１００分の１５７．５」を「１００分の１５３．７５」に改める。 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


